
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

一 

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
二
条
中
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
六
十
五
条 

石
綿
そ
の
他
の
長
期
に
わ
た
る
潜
伏
期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
疾
病
の
原
因
と
な
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
物
に
起
因
す
る
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
そ
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

政
府
は
、
労
働
者
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
物
に
起
因
す
る
疾
病
の
特
性
及
び
当

該
疾
病
と
業
務
と
の
関
連
性
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
保
険
給
付
の
請
求
の
特
例
を
周
知
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
中
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

附
則
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
労
災
保
険
率
か
ら
非
業
務
災
害
率
を
減
じ
た
率
の
増
減
の
率
に
関
す
る
暫
定
措
置
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二 

第
八
条
の
二 

当
分
の
間
、
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
（
以
下
「
第
三
種
特
別
加
入
者
」
と
い
う
。
）

に
係
る
保
険
給
付
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
（
以
下
「
第
三
種
特
別
加
入
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
険
給
付
及
び
労
災
保
険
法
第
六
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
保
険
給
付
」
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

第
二
条
中
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
三
条
中
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定 

平
成
十
七
年
十

月
一
日 

附
則
第
四
条
中
「
改
正
後
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
」
の
下
に
「
（
以
下
「
新
労
災
保
険
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

国
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
、
速
や
か
に
、
新
労
災
保
険
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
物
に
起
因
す
る
業
務
上
の
災
害
そ
の
他
の



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

三 

業
務
上
の
災
害
に
つ
い
て
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
又
は
労
働
基
準
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
よ
る
災
害
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
に
対
す
る
補
償
の
た
め
の
方
策
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。





 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

五 

本
修
正
の
結
果
必
要
と
す
る
経
費 

本
修
正
の
結
果
必
要
と
す
る
経
費
は
、
平
年
度
約
二
百
四
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


